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評価の客観性を高めるモデレーションプログラム

岡山県立岡山東商業高等学校教諭 福岡　明広

１．評価の客観性を高める

　平成 12年 12月に教育課程審議会から答申された
「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在
り方について（以下「答申」という）」を受けて，
平成 13年４月に文部科学省から児童生徒の指導要
録の改善の通知が出された。その中で，各教科の学
習の記録が全面的に目標準拠評価になった。
　国立教育政策研究所教育課程研究センター（以下
「国研」という）からは，各学校が評価規準作りや
評価方法の工夫をする際の資料として「評価規準の
作成，評価方法の工夫改善のための参考資料」が出
された。各学校ではその資料を参考に，各教科の評
価規準作りや評価方法の工夫・改善が行われている。
　そのような状況の中で現在，最も求められている
のは評価の客観性の向上である。答申においても，
一章を割いて，児童生徒の学習状況を客観的に評価
するための方策が述べられており，その中で，各学
校における目標準拠評価の客観性，信頼性を高める
ようにすることが必要である旨が示されている。
　評価の客観性とは，妥当性と信頼性から成り立っ
ている概念とする。妥当性とは，「評価しようとし
ている児童生徒の学習状況を，用いる評価規準と評
価方法で確かに評価できているという適切性」とと
らえる。また，信頼性とは，「ある児童生徒の学習
状況を，複数の教師が同一の評価規準と評価方法で
評価したときに，どの教師も同じ判定をするという
評価の一貫性」ととらえる。そして，妥当性と信頼
性の両方を高めることで，評価の客観性は高まると
考える。

⑴ 評価実例集
　国研の参考資料には，各教科等の単元の評価事例
が掲載されている。掲載されている事例の構成は，
教科によってまちまちであるが，おおまかに言うと，
まず，単元の目標が記され，次に「単元の評価規
準」「指導と評価の計画」「観点別評価の進め方」が
提示され，最後に「観点別評価の総括」について触

れられている。観点別評価の進め方には，評価規準
に基づいて「十分満足できる（Ａ規準）」「おおむね
満足できる（Ｂ規準）」「努力を要する（Ｃ規準）」
の判断基準が具体的な文言で記述されている。
　ところが，記述を幾ら具体化しても，実際に教師
が同じように評価規準を適用しているかどうかは分
からない。
　つまり，教師個々によって評価規準の解釈が相違
し，評価がばらついて信頼性が低下するおそれがあ
る。このように評価規準の解釈や適用に相違がある
と，評価の結果が上級学校の入試など外部の評価に
用いられる場合には，児童生徒に不公平が生じてし
まう。
　そこで，評価規準の文言を詳しく記述するよりも，
評価規準と規準を達成している状況が具体的に分か
る評価資料とが併記された評価実例集（図１）があ
れば，教師はそこに掲載されている評価資料を参照
し，適切な評価がしやすくなるのではないかと考え
た。すなわち，評価実例集を参照することで，教師
による評価のばらつきが小さくなることを期待した。
実際，イギリスやオーストラリア，アメリカ等では，
このような評価実例集を用いて評価を行い，客観性
の高い評価を実現している。南オーストラリア州で
は，この評価実例集を work samplesと呼んでいる。
　なお，ここで言う「評価資料」とは，ある評価方
法を用いて評価する際に，児童生徒の学習状況をよ
く表している具体物のことを指す。例えば，「レポ

評価の観点
評価規準

A規準（十分満足できる）

B規準（おおむね満足できる）

C規準（努力を要する）実例 実例

実例 実例

図１
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ート」という評価方法を用いたときには，実際に児
童生徒が書いたレポートそのものが評価資料となる。

⑵ モデレーション
　南オーストラリア州では，教科ごとに委員を数名
任命し，その委員が集まり，評価規準や評価方法と
して用いる評価資料を検討し，妥当性を高めた上で
work samplesを作っている。さらに，州内の学校
において信頼性の高い評価が行われるように研修会
がなされたり，コーディネーター（指導主事に相当
する教師）が学校における評価活
動の指導をしたりしている。
　我が国においても，教育委員会
や教育センターが委員を任命して
評価実例集を作成することが考え
られるが，特定の教師だけで作る
のでは負担が大きすぎるし，仮に
作られても，トップダウンになり，
実際の授業では活用されずに形骸
化してしまうおそれがある。でき
るだけ多くの教師が評価実例集作
りにかかわることが評価実例集の
活用にもつながると考え，研修会
などで多くの教師が協議をしなが
ら作り上げることができる方法は
ないかと考えた。そして，海外で
行われているモデレーション（評
価の一貫性を確保するための方
法）という手法に注目した。
　なかでもグループモデレーショ
ンとは，各学校の教師が，自分た
ちの評価した児童生徒の事例を持
ち寄って検討する会合を持つこと
である。イギリスやオーストラリ
アでは，州，郡，地区，各学校な
ど様々な範囲で，同一の教科を担
当する教師が集まってモデレーシ
ョンが実施されている。南オース
トラリア州では，work samples
に示された評価と，教師の評価と
の間に差異がないよう調整するた
めにモデレーションを行っている
が，我が国では，評価実例集を作
るために，多くの教師が集ってモ

デレーションを行い，評価実例集を作成する手続き
となるモデレーションプログラムを実施するのがふ
さわしいと考える。

⑶ 参考とする事例
　オーストラリアのビクトリア州の教育省は
SOFWebというサイトを開設し，consistency of 
teacher judgementというコーナーを設けて，評価
の統一を図ろうとしている。
　そこで紹介されているモデレーションの手順は次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表１－１
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のとおりである。

①単元・授業を選び，評価規準，評価方法を決める。
②授業のなかで評価活動を行い，児童生徒の評価資
料（レポート，作文，作品など）を収集する。

③各教師は自分なりにその評価資料を評価する。
④そのなかから幾つか評価が難しかったものを選ぶ。
⑤選択した評価資料を持ち寄る。その会合で他の教
師にその評価資料を評価してもらい，自分の行っ
た評価と比較する。

⑥教師の間で評価が一致するよう協議し，合意を得
る。
⑦自分と他の教師の評価の違いや，自分はどの点に
注目して評価したかなどを話し合う。
⑧協議したことを振り返る。

　これらは，評価規準の解釈の議論を通して，各教
師が日頃の学習指導の向上の機会となることもねら
いとしている。

２．モデレーションプログラムの実際
「ビジネス基礎」─外国人とのコ
ミュニケーションを題材に─

　モデレーションプログラムは，各学
校での校内研修会や教科会議等で実施
されることを期待している。その際，
同教科あるいは同学年を担当する教師
が集まって小グループを作ることが前
提となる。小グループの人数は３～６
人とする。理由は，その人数が一人ひ
とりの参加意識を高める上で有効であ
るという経験則からである。また，協
議が特定の教師だけの意見によってリ
ードされないようにグループ内で司会
者を決め，手順に沿って協議が進むよ
うにしておく。
① 「指導と評価の計画」をはじめに作
ること
　単元の「指導と評価の計画」（表１）
を作るステップをモデレーションプロ
グラムの最初の部分に設定する。しか
し，国研の評価事例に提示されている
「指導と評価の計画」は数ページにも
及ぶ詳細なものもあり，プログラムの
なかでこれを作るのは困難である。そ
こで，単元が一覧できる簡便な表１の
ような「指導と評価の計画」を作る必
要がある。
　しかし，その計画表でさえ，作ると
なると時間がかかる。そこで，既に各
学校で開発の進んでいる「指導と評価
の計画」を持ち寄るとか，教科書会社
が提供しているものを参考にするなど
して，時間の短縮を図ることが必要に表１－２
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なる。
② 妥当性について検討した評価規準と評価方法
を掲載すること

　妥当性の高い実例を掲載するには「内容のま
とまりごとの評価規準の具体例」を基にして評
価規準を決め，それぞれの評価場面において，
児童生徒の学習状況を的確に把握するのに最も
適した評価方法を検討するステップが必要とな
る。評価規準にふさわしい評価方法はどれが最
も適しているかという議論を通して，妥当性の
高い評価規準と評価方法が掲載できると考える。
③ 評価実例集を作成し（表２・３），Ｂ規準を
達成するための手だてを示すこと

　持ち寄った評価資料をただＡ，Ｂ，Ｃと判定
して区分するだけでなく，Ｃと判断された評価
資料をどのように指導すればＢ規準を達成させ
ることができるか協議するステップを設ける。
できればＢ規準をＡ規準に上げる手だてについ
て協議するステップも設けたい。

④ 形成的評価の結果を補正する時期を明示する
こと
　基本的には，その単元が終わるまで形成的評
価による指導を続けることが望ましいが，評価
方法によっては不可能な場合もある。その授業
が終わった時点で記録するのか，もっと指導を
続けるのか，結果を補正する時期について検討
するステップを設ける。
⑤効率的に評価を行うための工夫を明示すること
　用いる評価方法とその手続きで児童生徒の学
習状況を記録するのに，１単位時間に１回する
ことが可能になるような工夫について協議する
ステップを設ける。
⑥ 評価方法として，観察記録とレポート等を用
いること
　モデレーションでは，児童生徒の作成したワ
ークシートやレポート等の具体的な評価資料を
用いるので，必然的に評価方法はレポート等に

表２－２

表２－１

※編修部注：肖像権との関係で，表中の写真は人物が特
定できないように処理してあります。
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分類されるものを使うことが多くなる。一方，
観察記録を評価方法として用いる場合は，授業
の評価場面での児童生徒の様子をディジタルカ
メラやビデオカメラで撮影したものを評価資料
（表２）として用いることも考えられる。

３．今後の課題

　モデレーションプログラムでは，評価規準の
文言と具体的な評価資料とを併記した評価実例
集を兼ね備えているため，教師はそれを参照し
て評価を簡便に行うことができ，評価の信頼性
を高めることが可能になると考えている。
　今後は，モデレーションプログラムの有効性
を検証したり，作成した評価実例集を他の教師
が使う場合に評価の客観性を向上させることが
できるかどうか検証したりする必要がある。
　また，欧米で行われているように，評価実例
集を基にしてモデレーションを行い，評価の統
一を図っていくことやこのようなプログラムを
教育委員会や教育センターを通じて，各学校に

おいて活用されるように呼び掛けていくことが
重要となってくる。
　都道府県内の教育委員会や教育センター，各
学校が教科・単元・授業を分担してプログラム
を実施すれば，全校種，全教科，全学年の評価
実例集を完成させるのも難しいことではない。
　その評価実例集を共有すれば，都道府県内の
評価の客観性を高めることができるだろう。さ
らに，このプログラムを用いて評価実例集をイ
ンターネット上に提示し，全国の教員が共有で
きれば，全国規模で評価の客観性を高めること
ができると考えている。
〈参考文献〉
「評価の客観性を高めるモデレーションプログラム」
岡山県教育センター
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shoin/h15seika/kiyoPDF03/03sasaki.pdf
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